
令和４年５月農業委員会定例会議事録  

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

 

出席委員 

 

 

 

 
欠席委員 

 

事務局 

 
農林水産課 

 
農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和４年５月２０日（金）午後２時～午後３時０６分 

 

さぬき市役所 ３階 ３０１、３０２会議室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第２号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第３～５号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第６号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第７号） 

青年等就農計画の審査について        （会長提出議案第８号） 

その他 

 

1楠 豊 2吉原博美 3朝倉重弘 5松岡浩二 6稲田俊美 7間嶋正憲 

8大塚ノブ子 9岡村義弘 10廣瀬 徹 12十川隆行 13岩澤佳宣 

14寒川 巧 16藤澤 明 17芳竹和政 

4蓮井セツ子(会長職務代理者) 18松原俊幸（会長） 

 

15十河道夫      

 

山下智資事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳主査 藤川英祐主任主事 

 

玉木省三副主幹 小島拓也主任主事 

 

三好幸信農地集積専門員 猪熊正農地集積専門員 

 

なし 
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ご案内の時刻を少し過ぎましたけれども、ただいまより定例会を開催させ

ていただいたらと思います。まず、松原会長から挨拶をお願いします。 

 

皆さん、こんにちは。新緑が目にしみる今日この頃でございますが、皆

様、いかがお過ごしでしたでしょうか。 

田植えも一段落したと思いますが、また麦刈りが次に控えておるので、皆

さん、コロナ等気をつけて、毎日、農業委員会等のご協力のほどお願いした

いと思います。 

さて、今年の４月から５月初めにかけまして、祝日、ゴールデンウイーク

がありましたが、まん延防止等重点措置が解除され、各地の人出は昨年と比

べ増加し、違った休日となりました。新型コロナの感染は減少傾向とはい

え、香川県においては他県と比べて多くなっているようですが、引き続き感

染防止対策をしながら、農業委員会活動との両立に努めていただきたいと思

います。 

さて、本日ですが、定例会終了後、活動記録のつけ方について、農地利用

最適化推進委員の皆さんとともに香川県農業会議から研修を受けることとし

ておりますので、よろしくお願い致します。 

また、本日の議題であります各案件につきましては、ご審議のほど、ご協

力のほどよろしくお願いします。 

簡単ではございますが、挨拶に代えさせていただきます。 

 

本日の議事進行につきましては、会長が議事進行となっておりますので、

進行につきまして、よろしくお願いしたらと思います。 

 

本日提案致します案件につきましては、事前に各地区で現地確認し、調査

いただいているものと思います。よろしくお願い致します。 

なお、本日、認定農業者の新規の案件がありまして、事前に各地区の代表

者と会長職務代理者、私の７名で聞取り調査を行っていますので、後ほど地

区代表者から報告致しますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日出席は１７名中１６名の出席ですので、農業委員会等に関する

法律第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立することを

宣言致します。 

では、議事録署名委員ですが、私のほうから指名させていただきます。１

７番芳竹委員さん、３番朝倉委員さん、両委員さん、よろしくお願い致しま

す。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願い致します。 

 

そうしたら、別紙のこの用紙をご覧ください。 

これは使用貸借権を中途解約するもので、１件受理しております。 

貸人は●●●●●●、●●●●様、借人は●●●●●●、●●●●様で、

申請地は●●●●●●●●●●●●番他１筆です。解約理由は売買のためで

す。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは説明させていただきます。今回の３条の案件は１件ございまし
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て、面積にして８３２㎡、２筆です。 

それでは、議案書は１ページからでございます。 

会長提出議案第１号についてご説明させていただきます。地区番号５、受

付年月日、令和４年４月２６日。地区、●●●●●●、譲渡人の方が●●●

●様、譲受人の方が●●●●●●の●●●●様です。申請地は●●●●●●

●●●●●●番他１筆、台帳地目、２筆とも畑、現況地目、２筆とも畑で、

地積の合計が８３２㎡です。譲渡人の申請事由が兼業による経営の縮小、譲

受人の申請事由が経営規模の拡大となっております。権利は所有権移転を伴

うもので、経営面積は３７，３７４㎡となっております。受人従事数は３人

です。資料と致しましては１ページになります。 

申請地はさぬき市●●、●●●●、●●●●●●●●●●の北西約１．２

㎞に位置し、譲受人については申請地周辺にも農地を所有しており、経営面

積の保全管理も行なっております。 

経営規模拡大の案件で、下限面積を満たしております。 

農地法第３条に基づく申請審議について、ご説明は以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

１号議案の●●さんの件ですが、最初に報告があったとおりのところで、

●●さんの桃園の隣接の畑でありました。イノシシや何やかやがよく出てく

るところで、一部、荒れ地になっておりましたが、別に問題ないということ

を、みんなで検討致しましたところ、本人もそこへコンクリートで塀をする

ようなイノシシ柵をするようなことを言っておられたので、別に問題はない

と思います。 

以上です。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号につきまして質疑等があ

りましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号につきましてお諮りします。議案第１号について異

議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第３ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提

出議案第２号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、今回の４条の案件は１件ございまして、面積にして３８０㎡の

１筆でございます。 

会長提出議案第２号についてご説明させていただきます。議案書２ページ

からでございます。地区番号１、受付年月日、令和４年４月２６日。申請

人、●●●●●●●●●、●●●●●様。申請地は●●●●●●●●●●●

●番●、台帳地目、現況地目ともに畑、地積は３８０㎡。転用目的は露天貸

駐車場用地となっており、工事着完予定年月日は令和４年７月１日から令和

４年８月３１日となっております。農地区分は第３種農地となっておりま

す。資料と致しましては２から３ページで、位置図を２ページの左側に掲載

しております。 
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申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●、●●●●●●

●●の北西約３０ｍに位置しておりまして、隣接については、畑及び水路に

接しております。労働力不足により管理に困っていた駅近くの農地を駐車場

として有効活用するため、申請に及んだものです。なお、地元土地改良区を

はじめ、排水先の土地所有者の同意も得ております。 

農地法第４条に基づく申請審議について、ご説明は以上となります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

それではご報告致します。会長提出議案第２号の４条申請ですが、内容に

ついては露天の貸駐車場用地ということのようであります。地区委員会と致

しましては、現地確認をし、各同意もあることから問題はなかろうというこ

とになりましたので、よろしくお願い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第２号につきまして質疑等があ

りましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２号につきましてお諮りします。議案第２号について異

議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第２号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致し

ます。 

続きまして、日程第４ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提

出議案第３号から第５号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

今回の５条の転用申請案件は３件でございまして、面積にして３８４㎡の

３筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書は３ページからで

ございます。 

まず、会長提出議案第３号についてご説明させていただきます。地区番号

１、受付年月日、令和４年４月２６日。譲渡人、●●●●●●、●●●●

様。譲受人、●●●●●●●、●●●●様。申請地は●●●●●●●●●●

●●番●。台帳地目は田、現況地目は雑種地。地積は１６３㎡。転用目的は

車輌保管場と展示場。工事着完予定年月日、こちらは無断転用是正の案件で

すので、令和元年６月１日から令和元年１０月３１日となっております。権

利は所有権移転売買、農地区分は第２種農地となっております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●、●●●●●●

●●から西に約５６０ｍに位置しておりまして、隣接については、畑、雑種

地及び道路、水路に接しております。申請者は自動車の販売業を営んでお

り、土地所有者から依頼されて休耕地の除草等の管理をしていく中で、徐々

に車輌保管場、展示場として利用するようになった経緯があり、このたび無

断転用が判明したため是正するものです。なお、地元土地改良区をはじめ、

水利組合の同意も得ております。また、始末書も添付され反省の念を示して

いることなどから、許可も止むを得ないと考えております。 

次に、会長提出議案第４号についてご説明させていただきます。地区番号

４、受付年月日、令和４年４月２６日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●
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●様。譲受人は●●●●●●●●●、●●●様。申請地は●●●●●●●●

●●●●●番●。台帳地目は田、現況地目は畑。地積は９１㎡。転用目的は

宅地の拡張。建設面積が１３２．７６㎡となっており、工事着完予定年月日

は令和４年７月１日から令和４年８月３１日。権利は所有権移転贈与で、農

地区分は第２種農地となっております。資料と致しましては６ページから７

ページで、位置図を６ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●、●●●●の

南西約８４０ｍに位置しており、隣接については、宅地及び道路、現況雑種

地になっている田んぼに接しております。申請者の居宅には現在駐車場がな

く、隣接する休耕地の管理に困っていた土地所有者との意向が合致し、転用

申請に及んだものです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得てお

ります。 

次に、会長提出議案第５号についてご説明させていただきます。地区番号

５、受付年月日、令和４年４月２６日。譲渡人、●●●●●、●●●●様。

譲受人、●●●●●、●●●●様。申請地は●●●●●●●●●●番●。台

帳地目、現況地目ともに田。地積が１３０㎡。転用目的は資材置場。工事着

完予定年月日は令和４年１０月１日から令和４年１２月３０日。権利は所有

権移転売買で、農地区分は第２種農地となっております。資料と致しまして

は８ページから９ページでございまして、位置図を８ページの左側に掲載し

ております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●、●●●●●●●●

の南西約１㎞に位置しており、隣接については、宅地及び水路に接しており

ます。申請人はクリーンサービス業を営んでおり、資材置場に適した土地を

探していたところ、休耕地の管理に困っていた土地所有者との意向が合致

し、転用申請に及んだものです。土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得

ております。 

以上で、農地法第５条に基づく申請審議についてのご説明を終わります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

それではご報告致します。会長提出議案３号の５条申請ですが、内容につ

いては、事務局の説明のとおりであります。地区委員会と致しましては、土

地改、水利など各同意もあるようでございますので、今回、無断転用の是正

をするということで、仕方なかろうということになりましたので、よろしく

お願い致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

４号議案ですけども、１６日に見に行って、何の問題もなかろうというこ

とになりました。よろしく審議をお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願い致します。 

 

５号議案ですが、事務局の言うとおりでございました。何の問題もないと

いう結論に達しましたので、審議のほどよろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第３号から第５号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 
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「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号から第５号につきましてお諮りします。議案第３号

から第５号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号から第５号を原案のとおり認めることとし、香川県

へ進達致します。 

続きまして、日程第５ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議

案第６号を上程致します。 

なお、今月の議案で、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１番から７

番が●●委員さん、３６番、３７番が●●●●委員さん、４２番、４３番が

●●委員さんの関係議案になり、除斥対象議案になりますので、後で別審議

と致します。 

では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第６号についてご説明致します。農地の貸し借りについての

説明で、４ページから６ページの説明になります。 

個人が１２件、法人が２件、中間管理機構が１５件の合計２９件となって

おります。２９件のうち、新規が１７件、再設定が１２件となっておりま

す。 

２９件のうち、賃借権が３件、使用貸借権が２６件となっております。賃

借権の内訳としまして、物納が１件、４，７２５円が１件、１，７４０円が

１件となっております。 

期間は、１０年が５件、７年が１件、６年が９件、５年が８件、４年７か

月が１件、３年が２件、２年５か月が１件、１年が１件、７か月が１件とな

っております。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表の３２件について説明

致します。別紙のＡ３の総括表をご覧ください。 

貸付先は、個人１８件、法人１４件となっております。 

設定する権利等の種類は、賃借権が２件、使用貸借権が３０件となってお

ります。 

期間は、１０年が６件、７年が２件、６年が２１件、４年７か月が１件、

２年５か月が２件となっております。 

利用内容は、水稲、麦、露地野菜の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては一括

して質疑に入りますので、質疑等ある場合は整理番号を指定の上、ご発言く

ださい。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の１番から７番、３６

番、３７番、４２番、４３番を除く議案第６号について、原案のとおり認め

ることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、●●委員、●●●●委員、●●委員の関係議案である農地中
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間管理事業対象農用地等総括表の１番から７番、３６番、３７番、４２番、

４３番の審議に入ります。それでは、●●委員、●●●●委員、●●委員の

退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての農業委員さんの案件は１

１件あり、使用貸借権が１１件となっております。期間は、１０年が９件、

６年が２件となっております。 

利用内容については、水稲、麦、露地野菜、飼料用作物の作付となってお

ります。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑等ございませんでしょうか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員、●●●●委員、●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 着席） 

 

日程第６ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第７号を議題

と致します。なお、今月の議案で、番号１は●●委員さんの関係する議案に

なり、除斥対象議案になりますので、後で別審議と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第７号の２番、●●●●さんから説明させていただきます。 

●●●●さんは、●●●●●●●●●番地。生年月日は昭和●●年●●月

●●日生まれです。 

経営改善計画を参照してください。 

現在、ブドウ、ブロッコリー、レモンを生産しています。農業経営の規模

拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産につきまして、シャイン

マスカットは現在９ａを２か所作付して生産量が１，５７０㎏と５００㎏で

すが、５年後、面積の変更はありませんが、生産量を１，８００㎏と見込ん

でいます。また、シャインマスカットのハウスを増設し、７ａ増やし、５年

後の生産量は３５０㎏の予定です。ニューピオーネは現状２０ａに作付し生

産量１，７００㎏ですが、５年後も変更はありません。ブロッコリーは現状

４０ａに作付し生産量４,０００㎏ですが、５年後も変更はありません。レ

モンは現状３３ａに作付しており、まだ収穫はできていませんが、５年後は

面積を５９ａまで増やし、生産量は１５０㎏の予定です。Ｒ－１は現状１０

ａに作付し生産量２，０００㎏ですが、５年後も変更はありません。ピオー

ネは２３ａに作付し生産量１，７００㎏ですが、５年後も変更はありませ

ん。 

（２）農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業について、レモンの

オーナー制で１７万円のところ、５年後には３５万円まで増やします。あ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と、加工品の売上げは４０万円のところ、８０万円に増やします。 

（３）農用地及び農業生産施設につきまして、アの農用地ですが、所有地

は現在、田が３７ａで、５年後も変更ありません。畑が８２ａで、５年後も

変更はありません。借入地は現状さぬき市の田が９５ａですが、５年後も変

更はありません。●●●の借入地につきましては現状９０ａですが、５年後

は４０ａに減の予定です。 

イの農業生産施設についてですが、ビニールハウスは現状４棟で３，２０

２㎡ですが、５年後は５棟で３，９０２㎡に増やします。ブドウ雨よけ施

設、４棟で２，５００㎡ですが、５年後も変更はありません。 

現在育成中のシャインマスカットの成園化を早期に図るとともに、県補助

事業の導入によりハウスを増設し、栽培面積を増やします。さらに、レモン

のオーナー制や加工部門等の充実を図ります。市内の障害者就労施設のスタ

ッフと連携し、農福連携にも積極的です。また、６次産業化にも挑戦してお

り、先進的な農業経営を進めています。 

現状の年間所得４００万円のところ、５年後の目標５４０万円を目指しま

す。認定新規就農者の認定期間終了に伴い認定農業者の申請をさせてもらい

ますので、ご審議をよろしくお願いします。 

それと、前回の定例会でご質問のありました農用地面積と作付面積の差に

ついて、併せてご説明させていただきます。 

前月の報告の際、所有地面積の田が５０ａでしたが、その中に交換手続中

の農地が含まれていましたので、現在は３７ａに変更しています。うち、シ

ャインマスカット９ａ、２か所と、新規の７ａと、ニューピオーネ１０ａを

作付する予定ですので、３７ａのうち３５ａ分を作付予定です。 

それから、所有地の畑につきまして、８２ａですが、ニューピオーネ１０

ａと雨よけ施設ピオーネ２３ａ、それから、Ｒ－１を１０ａ作付していま

す。作付面積は４３ａになりますが、この畑につきましては周囲を山林に囲

まれていますので、作付に適さない部分も含まれているのが現状です。 

借入地の田９５ａにつきましては、今、うち３３ａ分にレモンを植えてい

まして、５年後までに５９ａ分まで増やす予定です。残りの面積３６ａ分に

つきましては、６年目以降に検討していく予定です。年に数回程度はオーナ

ーを集めてイベントも実施しているそうです。 

オーナー制につきましては先日、農業会議に確認をさせていただいていま

す。●●さんの場合は、４年間、レモンの木のオーナーになってもらいます

が、通常のレモンの維持管理は●●さんが行いますので、オーナー制に関し

て問題はないとの回答をいただいています。 

最後に、●●●で借りている農地９０ａにつきましては、ブロッコリーを

今４０ａ生産していますが、５年後までには５０ａ分は返還予定で、現状は

残地部分の草刈は行っているそうです。 

続きまして、番号３番の●●●さん。住所が●●●●●●●●●●番地。

生年月日が昭和●●年●●月●●日生まれです。 

別紙の経営改善計画を参照してください。 

現在、水稲、ブロッコリー、小麦、キャベツを生産しています。 

農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産につい

て、水稲は現状６００ａで生産量２５，２００kg ですが、５年後は７００

ａで生産量３１，５００㎏に増やします。ブロッコリーは現在７０ａで７，

０００㎏ですが、５年後は１００ａまで増やし１１，０００㎏に増やす予定

です。小麦は二毛作で現状はゼロですが、今年度から作付予定で、５年後は

４００ａまで増やし、１４，４００㎏を目指します。キャベツは新品目とし

て５年後までに５０ａで２５，０００kg を目指します。作業受託（収穫）

は、現状の売上げ１２万円で、５年後も継続予定です。 

（３）農用地及び農業生産施設のア農用地ですが、所有地の田が現状６５

ａですが、５年後は８０ａまで増やします。借入地は田が現状４６８ａのと
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ころ、７００ａまで増やす予定です。特定作業受託の面積は現状１００ａで

すが、５年後までには手続を行い、借入地に含む予定です。 

キャベツ等の導入及び農地機構や農業委員会を通じて農地の集積を行い、

規模拡大を図ります。現状の年間所得９７万円のところ、５年後の目標とし

て３９１万円を目指します。経験も実績もある農業者ですので、認定農業者

の継続認定についてのご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。本議案につきましては●●地区の関係

案件ですので、地区代表委員からの補足事項等がありましたら、報告をお願

い致します。 

 

●●●●さんですけれども、●●歳という若さで、お母さんと２人でブド

ウ作り、ブロッコリー作り、また、今回はレモンの木を植えてオーナー制度

で頑張っております。代表的な農業者だと思います。信頼してよろしいかと

思います。よろしくお願いします。 

続いて、●●●さんですけれども、●●地区でも代表的な農業者です。奥

さんと２人で頑張っております。今は水稲とブロッコリーを作付しておりま

すけれども、これから小麦と新しい品種のキャベツを植えつけるそうです。

どうぞよろしくお願い致します。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。番号１を除く議案第７号につい

て質疑等がありましたら発言を認めます。 

藤澤委員さん。 

 

●●さんの品目のところで、Ｒ－１というのが私分からないんですが。 

 

ブドウの品種で。 

 

ワイン用の品種やね。 

 

香川大学農学部が開発して、ワイン用の品種で、一応、フランスのカベル

ネソーヴィニヨンに匹敵するようなワイン品種。 

 

ほかにございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農業経営改善計画の審査について、番号１を除く議案第７号に

ついてお諮りします。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、番号１を除く議案第７号について原案のとおり承認することと

致します。 

続きまして、●●委員の関係する議案である議案第７号の番号１の審議に

入ります。●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

それでは、事務局の説明を求めます。 
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それでは、番号１の●●●●●●●●●について説明させていただきま

す。住所は●●●●●●●●●●●●●●番地●。設立年月日は平成●●年

●月●日です。 

別紙の経営改善計画を参照してください。 

現在、水稲主食用とＷＣＳ・飼料米、小麦、はだか麦、ブロッコリー、キ

ャベツ、アスパラガスを生産しています。 

農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産につい

て、水稲（主食用）は現在、面積が１，０３６ａで生産量４３，５１２㎏で

すが、５年後は面積８００ａで生産量３３，６００㎏に減らします。水稲

（ＷＣＳ・飼料米）は現在、面積が３４１ａで、５年後は面積を１，２００

ａまで増加します。生産量につきましては把握ができていないそうです。そ

れから、小麦は現在、面積が１，００８ａで生産量が４２，３３６kg です

が、５年後は面積２，０００ａで生産量を９０，０００kg に増やします。

はだか麦は現在、面積が７５３ａで生産量２８，６１４kg ですが、５年後

は面積１，０００ａで生産量を４０，０００kg に増やします。ブロッコリ

ーは現在、面積が５５１ａで生産量が４９，５９０kg ですが、５年後は面

積６００ａで生産量を５４，０００㎏に増やします。キャベツは現在、１９

３ａで９６，５００㎏ですが、５年後は３００ａで生産量を１５万㎏に増や

します。アスパラガスは現在、面積が１５ａで生産量が３，７５０㎏です

が、５年後は面積３０ａで生産量を７，５００㎏に増やす予定です。 

（２）作業受託（水稲関係）が、現状４３０万円で、５年後は６００万円

を目指します。その他が現状７０万円で、５年後は１００万円を目指しま

す。その他の内容としましては、草刈とか耕起ということです。 

（３）農用地及び農業生産施設は、アの農用地で、借入地の田が現在２，

６７４ａですが、５年後、３，７００ａまで増やします。畑は現在１５３ａ

ですが、５年後も変更はありません。特定作業受託が現在２００ａですが、

こちらも５年後、変更はありません。イの農業生産施設は、ビニールハウス

が現在４棟で１，５００㎡のところ、２棟増やし、６棟で３，０００㎡の予

定です。雇用者も５年後までに常時雇用を２名にし、臨時雇いも実人数１０

人から１３人に、延べ人数も１，０００人から１，３００人に増やす予定で

す。 

農業委員会や農地機構を通じて近隣集落の農地を集積して、米麦を中心に

規模拡大を図ります。施設の増設を図り野菜の規模拡大も行い、農業所得の

向上を目指します。現状の年間所得１，４３０万円のところ、５年後２，５

２０万円を目指します。経験も実績もある農業者ですので、認定農業者の継

続認定についてのご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地区

の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

それではお答え致します。皆さんご存じのとおり、●●●さんは経営管理

に大変熱心でおられまして、計画どおり、今後も大変有用な農地、遊休農地

の解消等を積極的にやられて、いい団体と思われます。また、私の近所でや

られておりますけども、皆さんが和気あいあいと、大変仲よくやられており

ます。農作業というのは大変つらいものでありますけれども、皆さんが仲よ

くやられているのが一番すばらしいと思いますので、今後ともよろしくお願

い致します。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第７号の番号１につきまして質

疑等がありましたら発言を認めます。ございませんか。 
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「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第７号の番号１につきましてお諮りします。議案第７号の

番号１について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第７号の番号１を原案のとおり認めることと致します。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

続きまして、日程第７ 青年等就農計画の審査について、会長提出議案第

８号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、議案第８号のうち、●●●●●●についてご説明させていただ

きます。●●●●●●は、住所、●●●●●●●●●●番地●。法人設立年

月日は令和●年●月●●日です。 

別紙の青年等就農計画認定申請書を参照してください。 

この法人につきましては、令和●年、今年●月●日で認定新規就農者の認

定を受けられた●●●●さんが法人設立したことに伴い、再度の認定を申請

するものであります。 

●●さんは●●●●地区でブドウ栽培をされています。もともと実家がブ

ドウ農家ということもあり、農地を継承しております。また、所有農地の中

には、さぬきワイナリーと新規就農者の●●氏が利用している農地もあり、

３者がその農地の中でブドウ栽培を行っている状態です。 

その中で現在１３ａを栽培しており、今後５年後までに６０ａまで栽培面

積を増やしていきます。生食用シャインマスカットを主体に、生産量は現状

１００㎏のところ、５年後までに３，２００㎏まで増やす予定です。 

栽培に関するノウハウについては、祖母やワイナリーの職員で元ＪＡの営

農指導員の方及び先輩新規就農者の●●氏から指導を受けることが可能であ

り、恵まれた状況でブドウ栽培が可能であります。今後の農業経営にも期待

ができると思います。 

法人を設立しましたが、まだ若く、経験も少ない農業者ではありますが、

本人の意欲もありますので、認定新規就農者の認定についてのご審議をよろ

しくお願いします。 

続きまして、番号２の●●●●●●●●●●。●●●●●●●●●番地

●。法人設立年月日が令和●年●月●●日。 

別紙の青年等就農計画申請書を参照してください。 

法人設立の経緯ですが、系列会社であります●●●●●●●●●●、こち

らが太陽光発電パネルの設置工事を行う会社であり、県内の設置面積は４０

ha 程度あるそうです。太陽光パネルの周りの敷地の草刈等に苦慮していた

という事情もあり、雑草を抑えて地面の温度上昇を抑えることができる芝生

の設置が最適であると判断し、芝生を生産し販売することを目的に、●●●

●●●を令和●年●月●●日に設立しました。需要につきましては、親会社

からの発注により、現在２０ha程度が想定されているそうです。 

芝生の生産については、センチピードグラス、別名むかで芝と言われ、維

持管理の容易な芝の生産を計画しています。種をまいて出荷までに２年が必

要であることから、生産量は作付面積の半分の面積分を想定しています。 

●●●●●●はさぬき市以外でも農地を取得予定ですので、他の自治体で

も認定の取得予定とのことです。５年後につきましては、今後、認定農業者
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を目指すのであれば、香川県認定になろうかと思います。 

また、遊休農地を積極的に活用していただけるとのことなので、計画どお

りに進めば、遊休農地の解消にも貢献していただけると思います。 

初めて芝生での認定ではありますが、成功し、雑草を抑えることができれ

ば需要は増えてくることが予想されますので、認定新規就農者の認定につい

てのご審議をよろしくお願いします。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては●●地区

の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

番号１番の●●●●●●についてなんですけども、これ前回に●●さんの

名前で出てきたと思うんです。今回、●●●●になって出てきとんですけれ

ども、私ちょっと調べたら、●●●●●●というたら、●●の●●、知っと

りますか。その辺りに会社があるんですか。この番地は●●の●●●●●●

さんの番地なんです。そのときに、この経営する●●さんという人はまだ年

齢が若かったと思うんです。１人で今、１３ａ作付しとるんですか。 

 

そうです。 

 

私あんまり人物的に分からんのですけど、悪いんですけど。でも、●●さ

んが後ろに、バックについとるので、大丈夫だとは思います。●●さんはも

う●●でも、技術的にも大丈夫な人なので。そこら辺がちょっと私もあれな

んです、悪いんですけど。 

それと、２番の●●●●●●●●●●、これは先月、ヒアリングを致しま

した。この人は太陽光の工事するほうが本職なんですけれども、その太陽光

発電の下をコンクリート打ったら、発電量が落ちるんですと。それで、その

まま露地で放っておいたら草が生えるし、それでは困るので芝生を植えたら

どうだろうというので、自分の工事したところに作った芝生を販売するそう

です。それだったら発電効率もよろしくなるし雑草の手入れもせんでいいか

ら、これからは芝生が売れるでしょうということで、新規就農で休耕田を利

用して芝生を植えつけるそうです。 

そのぐらいしか私分からんのですけど。事務所は●●に構えております。

人物的にも私、先月のヒアリングしたときに会っただけで、詳しくは会った

ことがないんです。悪いんですけど、済みません。 

以上です。 

 

１番のところの会社の住所、これは個人の、本宅の住所になっとる。 

 

そうです、●●の●●●●●●さんの住所がここだったんです。ほんで、

もう一遍調べたら、●●●●のところに●●●●●●●か、コンビニがあ

る、その横がこの●●●●●●という会社の所在地になっとったんですけ

ど。 

 

これ番地が違うの。 

 

そこら辺が私、そこまではちょっと突っ込んで調べなかったんですけど。

これどうなっとんかなと。この●●、ここへ書いてきとんは●●●●●●さ

んの番地です。 

 

そうですね。このもともと認定新規を受けられていた●●さんというのが

●●●●さんのお孫さんになるんですけど、そこで同じようにブドウの栽培
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を。おじいさんおばあさんが利用しないから、跡を継ぐという。 

 

●●●●●●というのは、同じ●●は●●なんですけど。 

 

でも、全く同じ名前では登記はできんと思います。 

 

そうかもわからんので、それはちょっとわかりません。 

 

どっちから行こうか、芝生のほうから行こうか。２番の●●●●●●の。

芝生いうんは普通、ゴルフ場でもあれでも、●●●でも●●でもやったんや

けど、これ特別栽培のあれで、作るときに除草剤やってせないかんのや。そ

れと、虫がおるんで防除の関係も全然違う、作物と。ほやけん、普通のとこ

でやったら、周りがもうものすごい被害受けるんや。 

ほやけん、普通は芝生するいうたら、大体、１回取ったらもう、皮はいで

しても枯れてしまうし、何回も作れんので、その辺のも変わるし、それどこ

でするんか、それどこか知らんけど、芝生は一番除草剤とものすごい殺虫剤

使うんです。 

だから、芝生にするいうたら、その許可が要ると思う、ゴルフ場と一緒

で。ゴルフ場ももう全部山でやって、したら下の水系がどこまで行って、そ

れが全部許可が要るんや。 

ほやけん、その辺がこれもう全然分かっとらん、ほやけん、その辺もまた

どなんなるか分からんなと思うんやけど。 

それと、●●●●●●は、●●●●●●さん、おじいさんはもう全然して

ないんで、●●●●さんの奥さんと息子の●●●君の奥さんとが今やっとん

で、それを孫がで手伝うということで。ブドウ部会のほうでそれをして、そ

っちのシャインをやりたいということで。今やっとるんでは、その栽培方法

も何も分からんので、この現状、ブドウ部会にそこの方法をやりたいと言う

て、息子が苗木のあれから生産から、一から始めて、それからハウス建てた

りというのも県の５０％の、サンフルーツの補助を使ってとかいろいろな方

法でやって始めたいということなんで。ハウスもそれを６０ａの今、ブドウ

がなっとると思うけど、１０ａの２つで２０ａと、それから雨よけトンネル

がまたそれ何ぼとかいうふうに、もういろいろ考えてやれいうて、勉強中

で、今の段階では、母親とおばあさんのやっとる分を手伝った分のこれが出

てきとると思うんやけど。それぐらいで分かるかい。 

 

●●君自身は去年１２月まで別のお仕事をされとったいうことで、新たに

家の農業を継ぎたいということで、お父さんも含めて相談に来られて、１月

に認定いただいたわけなんですけど、本来、１月にすぐ、法人設立されるの

であれば法人としての認定でよかったのかなとはちょっと思うんですけど、

そこら辺の説明不足というか連絡不足で、認定いただいたのに、もうすぐま

た法人立ち上げられたということで、ちょっと今回、再認定みたいな形で申

請させていただいたんですけど。 

 

苗木から一から行きよるぐらい、その辺が普通の苗木をすぐ買って        

申請もあるのに、●●のほうへ注文もしとんやけど、自分からもそういう方

針で、県の指針に合うような栽培をしたいということで始めよるんで、その

辺がまだだったら、また更新とかその辺でまた出てくると思うし。 

 

ほかにございませんか。 

岡村さん、先輩やけん、また教えてあげて。同じ地区、●●地区。 

 

お父さんいうんも一応は●●●●●●●●に勤めて、いい加減までやっと



  

 

 

 

 

 

 

 

 
議長（会長） 

 

 
岡村義弘委員 

 

 

 
議長（会長） 

 

 

 
全委員 

 
議長（会長） 

 

 

岡村義弘委員 

 

 
藤澤 明委員 

 

 

 

 

 
議長（会長） 

 

 
事務局 

 
議長（会長） 

 
事務局 

 
議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 
全委員 

って、途中からやり損なっとんで、その辺があって、今は●●●のあれとか

ほかの仕事やっとるけど、孫がそういうようなん見て、母親も、おばあさん

のしよった、おじいさんらがしよった分をやりたい、それに負けて。その孫

もそういうのをやりたいということで。 

ほんで、今の状況で、今聞いたように、ワインのほうも手伝うてこれした

らええんやけど、やっぱり自分はそのシャインのそれをやりたいというの

で、そういう方向で今ちょっと行きよる段階です。 

 

これ認定農業者のときにちょっとヒアリングさせてもらたんやけど、なか

なかしっかりしとるような感じだったんですよね。 

 

うん。まあ今の段階では、ほやけん、母親とおばあさんに手伝うてもろて    

しよるんやけど、●●の部会指針というんがちょっと違うので、その辺をぼ

つぼつ勉強しもっていくいう。 

 

ありがとうございます。 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第８号につきまして質疑等があ

りましたら発言を認めます。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第８号につきましてお諮りします。議案第８号について異

議ありませんか。 

 

事務局がほやけん、芝生に関してはちょっとそれ調べてもろたらというふ

うに。農業委員会が言われても困るので。 

 

センチピードグラスはうちもしとるけど、基本的に農薬も除草剤も一切要

らない。むかで芝という特性で、普通の芝生は病気とか弱いんやけど、この

センチピードはむかでみたいに勢力が強うて、どんどん食い込んでいって広

がっていく芝生なんです。なので、基本的に殺菌剤とかやることはまずな

い。 

 

局長、これ１回、芝を、行ったやろ、向こうへ、見に。あのとき、除草剤

はあんまり使わん言よったな。 

 

はい。 

 

●●●●でなしに、どこだった。 

 

●●●。 

 

●●●で専門に作りよるとこを見学させてもろたんです。現場、何か所か

見せてもろて、教えてもろたけど、それほど雑草の薬とかいうふうなんは使

ってないそうです。だから、それほど病害虫が出て除草剤使うとか、そうい

うふうなんはあんまりがいに使ってなかったように感じたんですけど。何

か、ゴルフ場とサッカー場とか、それを年間契約で受けて、それ全部やっと

るそうです。作りよるとこも見せてもらいにいったんですけど。またそれは

後から事務局が調べて報告させてもらいます。 

ほかにございませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 
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それでは、議案第８号を原案のとおり認めることと致します。 

本日上程の議案については以上ですが、その他で事務局ありませんか。 

 

お手元にお配りしております公務災害の補償制度についてというので、担

当のほうから説明させていただきます。 

 

それではご説明させていただきます。農業委員、農地利用最適化推進委員

の公務災害補償制度への加入のお願いについてです。現在、皆様が加入して

いただいている保険は今年９月３０日をもって終了致します。農業委員会業

務中の万が一の事故に備えるためにも、引き続き加入をお願い致します。つ

きましては、お一人あたり１，０００円の保険料をご負担をお願いします。

また、本日、推進委員の方にもパンフレットをお配り致します。皆様にはお

手数をおかけしますが、推進委員の方の保険料も取りまとめの上、７月２０

日水曜日の定例会までに事務局へご持参ください。その際には、パンフレッ

トと共にお配りしている保険料預かり者名簿を添えてご提出ください。な

お、領収書については後日、ご本人宛てに事務局から送付致します。 

以上です。よろしくお願い致します。 

 

今、担当のほうから説明させていただきましたが、毎年加入しているもの

ですので、農業委員活動とか推進委員活動の際に事故に安全を期すためのも

のでありますので、本年度も全員加入のほうをお願いしたらと思います。 

それから、経営改善認定書の申請書のほうなんですけども、後で回収しま

すので、そのまま机の上に置いておいてください。 

次に、次回の定例会の開催なんですけども、６月２０日月曜日午後１時半

から、本庁３階、３０１、３０２会議室、この部屋で行いますので、また予

定をお願いしたらと思います。 

続いて、この後、定例会終了後なんですけども、活動記録簿についてとい

うことで、推進委員の方などから説明の要望等もありましたので、本日、農

業会議の方を招いて説明をいただく予定となっておりますので、引き続き推

進委員の方とともにお聞きいただければと思います。 

あと、令和５年度の農地利用の最適化の推進に関する改善意見ということ

で、先月お願いしとったんですけども、まだの方があるのであれば、また、

追加したいのであれば、また出していただいたらと思います。 

以上です。 

 

農地集積専門員の方、何かありますか。 

 

ございません。 

 

ちょっと質問ですけども、農地ナビについて、農地ナビが今、現況と大分

違うところがあるので、農地ナビに載っておる営農計画を作らないかんのや

けど、それが反映されて。それはどこがするんでしょうか。農地ナビの地

図。 

 

一応、農業会議さんのほうで情報更改ということでさせていただいとるん

ですけど、そのデータが農業委員会から行っとるんですけども、年に１回更

新をさせていただいとるんですけども、地図の状況ですか。 

 

１０年ぐらい前に基盤整備しとんが、そのまだ前手の地図のままなので、

全然、現況と同じにならん。 
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それは、地図の中身までというか、地図の現況ですか。形ですか。形が変

わってないということですか。 

 

形は完全に変わってしもとる。 

 

それはちょっと農業会議さんのほうになるので、その辺り、あったという

ことで。 

 

それはさぬき市の農業委員会が変えとらんけん、そのままになっとんや。 

 

いや、地図の形ですね。形は違うんです。 

 

基盤整備か何かして変わっとるんやろ。それはさぬき市の農業委員会でな

しに、基盤整備はどこがするんぞ。農林課か。それが申請ができとらんの

や。ほやけん、さぬき市が悪いんで、それは。それは言わないかん。言っと

らんのやったら。農業会議は関係ないよ、それは。 

 

農地ナビ自体は会議さんが出しとる。 

 

農地ナビに入っとらんということは、さぬき市がそれを申請できとらんか

ら、そのままになっとんよ。ほやけん、それは言わないかんわ。 

 

ほやけん、地図の形が違うというのはちょっと話してみますので。 

 

現況と全然違う。 

 

基盤整備しとるとこやろ。ほんなら、こっちが悪いんや。それまた事務

局、聞いて、番地教えてもろて。 

 

はい。 

 

ほかにもうないですか。 

以上をもちまして、令和４年５月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なるご審議ありがとうございました。 

 

（ ５時０６分閉会） 

 

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 



  

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・青年等就農計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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